
◆提出書類チェックリスト(新規入所)

以下の1から4の書類があるかご確認下さい。確認できたものに図して下さい。

(1)□「施設型給付費支給認定申請書(兼保育所入所申込書)」水色

※児童1人に1枚

(2)口保育の利用を必要とする証明書(口父、口母、口祖父、口祖母)

※祖父母については、同居している60歳未満の祖父母が対象となります。

(3)口障害者手帳の写し

※児童および同居している家族が該当する場合は、提出をお願いします。

(4)口課税証明関係書類(ロ父、□母、ロ家計の主宰者)

※通常は児童の父母が算定対象となりますが、父母の収入が少なく祖父母の収入

で生計をたてている場合や、青色申告事業者等の場合、家計の主宰者(祖父母等)
についても算定対象となります。

①平成30年1月2日以降に転入された人

⇒口平成30年度住民税課税証明書等(住民税所得割額がわかる書類)

②平成30年1月1日に上天草市に住民登録がある人

⇒口(1)の申請書裏面「税情報の提供に係る署名欄」に署名及び押印をお

願いします。

※個人番号カードまたは個人番号通知カードをお持ちの方は、(4)の書類の提出

は不要です。

《参考:(2)保育の利用を必要とする証明》

保護者等の状況(保育を必要とする事由〉提出書類(保育の利用を必要とする確認書)備考

就労会社等勤務・様式1(事業者の証明)入所後、就労形態に変更があった場合は、その都度提出が必要となります。内職・様式1(内職発注者の証明)

自営業、農業、漁業・様式1(民生委員の証明)

妊娠・出産・様式2・母子手帳の写し(表紙及び出産予定日の部分)基本として産前8週の属する月の初日から産後8週が属する月の末日までの入所
保護者の疾病、障がい・様式2・障害者手帳の写し・診断書の写し診断書等で証明された月の末日までの入所
同居または長期入院中の親族の介護、看護・様式2・診断書の写し診断書等で証明された月の末日までの入所

就学・様式2・在学証明書の写し・カリキュラムの写し在学証明書で証明された期間の入所
求職活動・様式3(就労支援機関、事業所等の証明)3ヶ月間の入所
育児休業中の継続利用・様式1(事業所の証明)

その他・様式4(関係機関等の証明)


